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利用料事業の事業内容変更について広報紙等により市民に周知す
る。
【平成31年度12月までの事務処理】
①平成31年度7月サービス分までは，従来の助成事業として処理する。
②2号被保険者、訪問看護利用者のうち対象となる者を調査
③偶数月に助成対象者を抽出
④介護保険システムに申請情報を入力
⑤支給決定データの作成
⑥支給決定通知書の印刷・発送

【平成31年度12月からの事務処理】
①広報等により，平成31年度8月以降のサービス分から事業内容が変
更になる旨をお知らせする。
②これまでの対象者及び所得や資産等の要件を満たす非課税世帯の
方に対して通知し，申請書の提出を求める。
③申請書に基づき，対象者の要件を確認する。
④対象者一覧を作成する。
⑤平成31年12月に決定通知書を発送する。
⑥平成31年度8月サービス分以降の利用実績に基づき，高額介護サー
ビス費を除く自己負担額に対して助成額を決定する。
⑦支給状況を確認する。
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計 14,500 千円 計 14,500 千円
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千円

歳入

14,500

歳入

特定財源 千円

歳出 計

指標名

事
業
内
容

計 14,500 千円

千円 一般財源 14,500 千円

評
価
理
由

本事業は，平成12年の介護保険開始当初から実施している事業である。令和元度年には，消費税
増額に伴い経済弱者救済の介護保険料の軽減がなされていることを踏まえ，さらには利用者負担
として徴収している介護保険料や被保険者の応益負担の平等性を鑑み，対象サービス・対象者要
件等の事業内容の見直しを進める必要がある。
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【平成32年度12月までの処理】
①対象者一覧を作成する。
②随時決定通知を発送する
③平成31年度8月サービス分以降の利用実績に基づき，高額介護サー
ビス費を除く自己負担額に対して助成額を決定する。
④支給状況を確認する

【平成32年度12月からの処理】
①広報等により，平成31年度から利用料助成事業の内容が変更になっ
た旨をお知らせする。
②これまでの対象者及び所得や資産等の要件を満たす非課税世帯の
方に対して通知し，申請書の提出を求める。
③申請書に基づき，対象者の要件を確認する。
④対象者一覧を作成する。
⑤平成32年12月に決定通知書を発送する。
⑥平成32年度8月サービス分以降の利用実績に基づき，高額介護サー
ビス費を除く自己負担額に対して助成額を決定する。
⑦支給状況を確認する。

【平成33年度12月までの処理】
①対象者一覧を作成する。
②随時決定通知を発送する
③平成32年度8月サービス分以降の利用実績に基づき，高額介護サー
ビス費を除く自己負担額に対して助成額を決定する。
④支給状況を確認する

【平成33年度12月からの処理】
①広報等により，平成31年度から利用料助成事業の内容が変更になっ
た旨をお知らせする。
②これまでの対象者及び所得や資産等の要件を満たす非課税世帯の
方に対して通知し，申請書の提出を求める。
③申請書に基づき，対象者の要件を確認する。
④対象者一覧を作成する。
⑤平成33年12月に決定通知書を発送する。
⑥平成33年度8月サービス分以降の利用実績に基づき，高額介護サー
ビス費を除く自己負担額に対して助成額を決定する。
⑦支給状況を確認する。

　行政改革懇談会（市民）の意見

担当部長及び担当課長評価のとおりでよい。
今後サービス利用者がますます増加すると思われるが，長く継続している事業でありサービス内容が
現状に合ったものかが疑問である。事業内容の見直しについて考える時期ではないか。

10 最終評価（行政改革推進本部）　Ⓒ

事務事業の方向性

拡充 現行どおり

☞　実施計画のみ作成する場合の拡充・縮小・休止廃止部
分もこの欄に記入してください。事務事業の改善理由及び改善部分　Ⓐ　

縮小

『常総市財政健全化計画』では、2017～2019年度までの3年間で約20億円の財源不足が生じる可能性
が指摘されている。この厳しい財政状況を鑑み、本事務事業は2020年度の当初予算の要求におい
て、その一般財源金額については費用対効果が最も高いことが期待される2019年度の一般財源予算
額の金額以下の予算要求を行うべきである。当該金額の枠内で最大の効果を発揮する、市民目線の
筋肉質な事務事業の計画と実行を期待する。

100
非課税世帯の利用者費用額/課税世帯
の利用者費用額（8月　比較） 単位 ％

特定財源

（住民一人あたりの行政コスト） 234

一般財源 14,241,442

年度 2019年度 2020年度 2021年度

17,690,129 円
内
訳

特定財源

拡充 現行どおり

　実施計画　Ⓟ ☞　今後3年間の事業内容について，どのようなことを・どの程度実施していくつもりなのか，具体的に記入してください。なお，予算額の『歳出の計』と『歳入の計』は一致させてください。 　財務アドバイザーの見解

17,690,129 一般財源 19,193,871
計 19,193,871 円

内
訳

特定財源決
算
額

計 14,241,442 円
内
訳

事
務
事
業
を
構
成
す
る
主
な
業
務

2号被保険者、訪問看護利用者のうち対象となる者を調査 12回 2号被保険者、訪問看護利用者のうち対象となる者を調査 12回

縮小 休止・廃止

評
価
理
由

本事業は，在宅介護サービス利用者における，在宅生活の継続を支援することを目的とし，平成12
年の介護保険開始当初から実施している事業である。
近年の介護保険制度の改正による，非課税世帯と課税世帯との負担のかい離及び高齢化による
非課税世帯の増加に伴い，助成実績が大きく伸びてきている。
このようなことから，対象サービス・対象者要件等の事業内容の見直しを進める必要がある。

目標値に対する実績値 102.4% ％目標値に対する実績値 108.3% ％

（住民一人あたりの行政コスト） 293 （住民一人あたりの行政コスト） 320

一般財源
計

　担当部長及び担当課長評価　Ⓒ ☞　担当部長・課長で協議のうえ、評価してください。

事務事業の方向性

⑨ ⑨

　介護保険制度の持続可能性の確保のため，平成27年度より２割負担の導入や補足給付の要件見直
しがあり，平成29年度より高額介護サービス費の上限額が変更になり，さらに平成30年8月より2割負担
者のうち特に所得の高い層に３割負担が導入される。このように介護保険制度の持続可能性のため，
所得により利用者の応能負担を求めているところであり，非課税世帯の利用者への優遇により，課税世
帯の利用者の利用状況とのかい離も見え始めている。また，平成12年の介護保険制度開始当初からの
事業であるが，福祉制度からの転換期に国が3年間の時限措置で公費扶助を実施したが，助成事業は
その後も継続していた。しかし，福祉施策時分の利用者もいなくなり，今後75歳以上の被保険者が増加
することから，非課税世帯や所得水準も低下し，この制度における給付実績が大きく伸びている現状か
ら，助成事業の維持は難しいと考える。

支給決定データの作成 約950件/回 支給決定データの作成 約1,000件/回 支給決定データの作成
1042件/

回

支給決定通知書の印刷・発送 約950件/回

介護保険システムに申請情報を入力 約45件/回 介護保険システムに申請情報を入力 約50件/回 介護保険システムに申請情報を入力 65件/回

　別添のとおり事業内容を見直した案を作成し，運営協議
会や広報等で意見を求め，平成31年4月に要項を改正す
る（公布8月予定）

支給決定通知書の印刷・発送 約1,000件/回 支給決定通知書の印刷・発送
1042件/

回

年度当初の対象者の抽出・決定 659名 789名

偶数月に助成対象者を抽出 6回

問
題
点

⑨

年度当初の対象者の抽出・決定

目標以
上

成
果
内
容

非課税世帯の在宅サービスの一人当たりの費用額が，すでに課税世帯の一人当た
りの費用額を上回る状況である。

12回

偶数月に助成対象者を抽出 6回

課税世帯・非課税世帯の利用者に対して一人当たり居宅介護（予防）サービスを利用した費用額を求め，非課税世帯でも同程度利用していることを確認する。

　事務事業の実績　Ⓓ ☞　当該事業の予算を使って，『どのような業務をどの程度実施したか。』を記入してください。なお，業務が12個以上ある場合，代表的なものを最大12個記入してください。 　担当者評価　Ⓒ ☞　実施したことによる成果や問題点を記入してください。

年度
2016年度 60,810 2017年度 60,461

１00程度

助成対象者のうち新規該当者へ申請書を送付 約45件/回 助成対象者のうち新規該当者へ申請書を送付 約50件/回 助成対象者のうち新規該当者へ申請書を送付 65件/回

2号被保険者、訪問看護利用者のうち対象となる者を調査

　事務事業の主たる成果指標 ☞　数値目標（定量）の設定が困難な場合は，文言目標（定性）でも結構です。なお，指標名・目標値とも設定が困難な事業は空欄でも結構ですが，この場合，設定できない理由を分かりやすく・具体的に記入してください。

指標名
非課税世帯の利用者費用額/課
税世帯の利用者費用額（8月　比
較）

単位 ％ 目標値 2019

常総市まち・ひと・しごと創生総合戦略 その他の計画 名称 常総市高齢者プラン 市の条令・要綱・規則

位置付けられ
ている計画等

▶どのよう
な方法・
手順で

①老齢福祉年金受給者，国保税減免者，境界層：居宅介護（予防）サービス利用料の５割を助成，②非
課税世帯：居宅介護（予防）サービス利用料の３割を助成，③マル福該当者：訪問看護（予防）サービス
利用料の３割を助成　※助成対象者には，担当ケアマネージャーに連絡し，申請書を提出してもらう。

　事務事業の目的 ☞　当該事業を実施することで、①「望ましい状態」とはどのような状態か？→　②一方で、「現状や課題」はどうなのか？→　③そのためには何をするべきか？　という過程で考えていただいても結構です。

現状
課題

在宅の介護サービス利用者において，居宅サービス等に係る利用者負担額の一部を助成し，
在宅生活の継続を支援することを目的とする。

誰・何を
対象に

介護サービス利用者のうち，非課税世帯の居宅介護（予防）サービス利用者及び訪問看護（予防）
サービスを利用する医療保険マル福該当者

望ま
しい
状態

在宅において，助成対象者が適切な介護サービスを利用することにより，要介護度を維持する
とともに在宅生活を継続できることが望ましい。▶

名称
常総市復興計画 市民等からの要望 国・県からの通達等 名称
じょうそう未来創生プラン前期基本計画 市長マニフェスト「常総創生への道しるべ」

根拠法令及び
市条例等

国の定める法律

年度 事務事業評価（2018年度実施事業事後評価）シート ／ 20202019

項 目 事業予算科目 区分

024整理番号☞　位置付けられている計画等で『その他の計画』が複数ある場合は，代表的なものを１つ記入してください。また，該当する根拠法令及び市条例等が複数ある場合，代表的なものを１～２個記入してください。　事務事業の基本情報

事務事業名 介護保険利用料金等助成事業費 補助区分 国補 県補

％ 目標値

年度当初の対象者の抽出・決定 740名

担当部 保健福祉部 担当課 高齢福祉課 担当係

市単 終期

管理 係

偶数月に助成対象者を抽出 6回

年度

常総市介護保険利用者負担額助成要項名称

2018年度 59,995

成
果

休止・廃止 現状維持実施計画調書 新規 拡充 縮小

一般会計 款年度まで） 決まっていない

目標値 100目標値 100

決まっている

目標
年次

年度
指標及び目標値設定の考え方
（又は指標・目標値を設定できない
場合の理由）

業務名 活動量 業務名 活動量 業務名

目標値に対する実績値 100.5% ％

活動量

単位 ％
非課税世帯の利用者費用額/課税世帯
の利用者費用額（8月　比較）

非課税世帯の利用者費用額/課税世帯
の利用者費用額（8月　比較） 単位


